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機 能 性 表 示 食 品 届 出 者 

特定保健用食品表示許可等取得者 御中  

 

消費者庁食品表示課  

 

 

機能性表示食品及び特定保健用食品の健康被害の情報提供について 

 

食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）別表第27の３の項第１号及

び第２号並びに「特定保健用食品の表示許可等について」（平成26年10

月30日消食表第259号）別添１「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導

要領」に規定されている健康被害に関する情報提供については、健康被

害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、

当該情報を都道府県知事等（都道府県知事、保健所を設置する市の市長

又は特別区の区長をいう。以下同じ。）に提供し、併せて、消費者庁長

官にも提供することとなっている。 

今般、「食品衛生申請等システム」の改修が行われ、本システムを用

いて機能性表示食品及び特定保健用食品の健康被害に関する都道府県知

事等への情報提供ができるようになる予定である（令和８年４月１日以

降）。「食品衛生申請等システム」は、消費者庁においても内容を確認

することができることから、本システムにより健康被害に関する情報を

提供した場合には、消費者庁長官にも提供したと取り扱うこととする。 

以上の取扱いについて、御了知の上、適切に御対応いただきたい。 


